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明
治
初
期
の

体
育

廿

(

1
)

-
兵
式
体

挽
論

-
-

〔

こ

の

小

論
は

､

一

橋
大

学

｢

自

然

科

学

研

究
1 0
+

に

発

表

し

た

｢

明

治

初

期
の

体

育

何

-
生

理

学

的

体

育

観
の

確
立

1
+

に

続

く

も
の

で

あ
る
〕

明

治
五

年
､

学
制
の

教
科
の

び

と
つ

と

し
て

｢

体

術
+

を

あ

げ

な
が

ら
､

そ

の

実
行
は

は

と

ん

ど

不

可
能
に

近
い

状

況
で

あ
っ

た

(

2
)

が
､

そ

れ

の

充
実
に

本
格
的
に

着
手

し

た

の

は

明

治

十
一

年
以

後

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

同

年
米
国
ア

マ

ー

ス

ト

大

学
よ

り

リ

ー

ラ

ン

ド

(

U
H
･

G
e

月
g
e

A

計
白
∽

P
e
-

呂
P

-

∞

筈
-

-

近
古

を

招
碍
し

､

九

月

六

日

伊
沢

修
二

を

体

操
取
調

掛
に

任
命
し

て

活

動
を

開
始

､

同

年
十

月
二

十

四

日

文

部

省
直

轄
の

休

漁
伝

習

所
が

設

置
さ

れ

る

小

林

一

久

(

3
)

の

で

あ

る
｡

そ

こ

で

行
な

わ

れ
､

全

国
へ

普
及

し

て

い

っ

た

体

操
を

支
え

る

基
本
的

な

理

念
を

｢

生
理

学
的
体

育
観
+

と

呼
ぶ

こ

と
が

出
来
る

(

4
)

で

あ

ろ

う
が

､

い

ま
そ

の
一

端
を

リ

ー

ラ

ン

ド

が

伊
沢

修
二

に

提

出
し

た

意
見
書
に

よ

っ

て

み

る

と
つ

ぎ
の

よ

う
で

あ
る

｡

｢

第
一

層
モ

緊
要
ナ

ル

條
欺
ハ

強

促
法
ヲ

行
フ

ニ

在
り

故
二

凡
ソ

身
饅
不

具
ノ

モ

ノ

ニ

非
ザ
レ

バ

各
生

徒
ノ

運
動
課
二

歓
席
ス

ル

｢

ヲ

許
サ

ゞ

ル

可
シ

…

…

若
シ

運

動
ヲ

シ

テ

生

徒
ノ

随
意
二

任

セ

シ

メ

バ

生

徒
ハ

直
二

分
レ

テ

二

種
ト

ナ

リ

其
一

ハ

柔
弱
多
病
ノ

一

隊

テ
シ

テ

他
ハ

張
剛
壮
健
ナ

ル

一

隊
ト

ナ

ル

可
シ

…
･

‥

健
育
術

二

由
テ

最
大
ナ

ル

利
益
ヲ

得
ル

者
ハ

第

二
樽
ノ

陵
則
チ

柔
弱
ノ

生

徒
ナ

リ

息
フ

ニ

柔

弱
ノ

生

徒
中

間
(

乃

至
)

最
高
度
ノ

智

カ

ヲ

有
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ス

ル

畢
生

ア

ル

モ

其

身
健
ノ

不

健
康
ナ

ル

ガ

為
二

其

智
カ

ヲ

失
フ

ニ

至
ル

｢

有
り

故
二

身

髄
ヲ

健
康
ニ

ス

ル

ハ

最
モ

要
用
ノ

事
ナ

リ

ト

ス

然
レ

臣

柔
弱
ナ

ル

生

徒
ハ

最
モ

其
術
二

怠
り

易
ク

シ

テ

書
籍

ハ

大
二

彼
等
ノ

心

ヲ

誘
起
ス

レ

ド
モ

運
動
ハ

之
ヲ

厭
忌
シ

テ

途
二

廃
止
ス

ル

ニ

垂
ル

｢

有
り

｡

第
二

少

力

運

動
ハ

余
り

筋
力
ヲ

要
セ

ザ
ル

モ

ノ

タ

レ

バ

其
利

益
モ

亦
随
ヒ

テ

些

少
ナ

ル

ガ

如
ク

ナ

レ

ド
モ

決
シ

テ

些

少
ノ

利
益

二

非
ズ

故
二

此

運
動
ハ

何
人
二

限
ラ

ズ

絶
テ

適
用
ス

ベ

キ

モ

ノ
ニ

シ

テ

最
モ

壮
健
ナ

ル

者
卜

雄
モ

猶
ホ

其
利
益

ヲ

受
ク

べ

シ

況
ヤ

柔

覇
生

徒
ノ

如
キ

ニ

至
ソ

テ
ハ

其
得
ル

所
ノ

利
益

宜
二

洩
少
ナ

ラ

ン

(

与
)

ヤ
+

｡
こ

こ

に

述
べ

ら
れ

て

い

る

｢

柔

弱
多
病
+

の

者
を
こ

そ

主
な

対

象
と

し
､

少

力

運

動
(

｢

軽
体

挽
+

あ

る

い

は
｢

普

通

体

操
+

と

も

呼
ば

れ

る
)

を

す
べ

て

の

運

動
の

基

本
と

す

る

養
護
的

な

体

換
観

i

予

防
医

学
と

し
て

の

体

挽

-
-
が

伊
沢

に

よ
っ

て

｢

完
全
ナ

ル

体

(

6
)

換

法
+

と

し
て

採
用
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

か

ら
､

人

間
を

生

理

学
的

･

解

剖
学
的
に

抽
象
し

､

体

挽
を

｢

身
体
へ

の

影
響
の

合

理

性
+

の

み

か

ら

問
題
に

し

よ

う

と

す

る

体

育
の

考
え

方
が

後
の

わ

が

国
の

学
校
体

育
の

基
調

を

な

し
て

い

く
の

で

あ

る
｡

し
か

し

ま
た

一

方
で

ほ
､

そ

れ

と

ほ

ぼ

時
を

同

じ

く

し
て

兵
式
体

操
論
が

勃
興

す
る

｡

(

1
)

実
際
に

は

｢

兵

隊
教

練
+

｢

歩
兵

挽

練
+

等

種
々

の

呼

び

名

が

あ

り
､

｢

文

部

省

年

報
+

で

｢

兵

式
体

操
+

と
い

う

名

称
が

使
わ

れ

る

の

は

明

治

十

八

年

(

第

十
三

年
報
)

か

ら
で

あ
る

｡

こ

こ

で

は

リ

ー

ラ

ン

ド

の

い

う

｢

多
力

体

挽

術
+

(

F
e

p
づ

呵

g

叫

日
日

監
t
-

○
払
)

や

｢

武
技
+

を

も

含
め

て

兵

式
体

挽
と

呼

ぶ

こ

と
に

す
る

｡

な

お

類
似

の

問
題

を

扱
っ

た

論

文
に

､

木
村
吉

次

｢

兵

隊

教

練

論
+

(

｢

体

育
の

科

学
+

第

十

四

巻
､

第
十
号

所

収
)

が

あ

る
｡

(

2
)

た

と
え

ば

西

村

茂

樹
(

文

部
大

書
記

官
)

は

｢

第
二

大

草

直
巡

硯

功
程
+

の

な
か

で

｢

諸

麟
共
二

英

数
育
ス

ル

所
ハ

智
ヲ

第
一

ト

シ

テ

徳
之
二

次
キ

身

髄
ノ

教

育
ニ

ハ

敢
テ

意
ヲ

用
ヒ

サ

ル

者
ノ

如
シ

+

(

文

部

省

第
四

年

報
､

四

十

三

東
)

と

述
べ

て

い

る
｡

主

知
主

義
へ

の

反

動
が

体

育

論
の

ひ

と
つ

の

動
機
に

な
っ

て

い

る

甥

は
､

徳
育
と

体

操

(

特
に

兵

式
体

挽
)

と

の

結
び

つ

き

を

考
え
る

う
え

で

注

目
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

(

3
)

初
代

主

幹
ほ

伊
沢

修
二

､

場
所

は

東

京

神

田
一

ツ

橋
､

授
業

開

始
は

翌

年

四

月
で

あ

る
｡

文

部

省
年
報
に

は
つ

ぎ
の

よ

う
に

記
さ

れ

て

い

る

｢

本

年
(

十
二

年
)

四

月

始
メ

テ

合

格
ノ

モ

ノ

ニ

十

五

名
ノ

入

畢
ヲ

許
シ

テ

直
二

其

授
業
ヲ

姶
メ

且

東
京

師

範
撃
枚
ノ

生

徒
ヲ

シ

テ

之
ヲ

演

習
セ

シ

メ

タ

リ
+

(

文

部

省
第

七

年
報

､

十
八

頁
)

｡

(

4
)

拙

稿

｢

明

治

初

期
の

体

育

仲

-
生

理

学

的

体

育

鶴
の

確

立

1
+

､

一

橋
大

学

｢

自

然

科
学

研

究
1 0
+

所
収

､

参
頗

｡

(

5
)

坪

井
玄

遁

辞
｢

鰻
操
俸

習
所

訓

導

米
人
リ

ー

ラ

ン

ド

氏
ヨ

リ

同

所

長
伊

澤
修
二

二

呈
セ

ル

意

見

書
+

､

｢

教

育

社

議
+

第
九

十

四

耽

(

明

治
十
二

年
四

月
十

日

発
行
)

二

十

六

1
二

十
八

東
｡
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(

6
)

伊
沢

修
二

｢

新

体

投

法
ノ

成

績
報

告
+

信

濃
教

育
会

編

｢

伊

沢

修
二

選

集
+

所

収
､

二

四
一

頁
｡

こ

体

操

伝
習

所
の

活

動
が

よ

う

や

く

緒
に

つ

こ

う
と

し
､

そ

こ

で

｢

完
全
ナ

ル

体

操
法
+

が

定

め

ら
れ

よ

う
と

す
る

と

き
､

そ

れ

に

比

較
す
れ

ば

｢

其
価
椅
幾
等
ヲ

下
ル

コ

ト

知
者
ヲ

待
タ

ズ

シ

テ

知

(

1
)

ル

ベ

キ

ナ

リ
+

と

さ

れ

た

兵
式

体

扱
が

一

方
で

は

盛

ん

に

論
議
さ

れ

て

い

る

の

は
､

軍
隊
と
の

結
び

つ

き
の

な

か

で

し

か

考
え

ら
れ

な
か

っ

た

と

言
っ

て

過

言
で

は

な
い

そ

の

後
の

わ

が

国
の

体

育
の

歴
史
を

象
徴
す
る

か

の

よ

う
で

あ

る
｡

明

治
十
二

年
､

元

老

院
に

お

い

て

徴
兵
令
の

改

正

が

論
議
さ

れ

た
と

き

｢

公
立

畢
枚
二

於
テ

具
陳
教
練
ノ

課

程
ヲ

設

ク

ル

ノ

件
+

が

問
題
に

さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

す
な

わ

ち

同

年
七

月

十
日

内

閣
よ

り

下

附
さ

れ

た

第
百

四

十

六

号

議
案
｢

徴
兵
令

及
ヒ

近

衛
兵

編
制

改
正

ノ

儀
布
告

接
+

に

つ

い

て

の

第

二
読

会
に

お

い

て

五

名

(

2
)

の

起
草
委
貝
を

あ

げ

て

修
正

案
を

作
成
し

た
｡

そ

の

第
二

条

第
一

項
に

｢

畢
校
二

於
テ

生

兵
教
練

･

中

隊
教
練
ノ

課
程
ヲ

卒
リ

タ

ル

者

平
時
ハ

服
役
未
夕

終
ラ

ス

ト

雄
モ

在
螢

一

ケ

年
ノ

後
願
二

依

り

慣
二

蹄
郷
ヲ

許
ス

ヘ

シ
+

と
の

条
項
を

新
た

に

加
え

る

に

つ

い

(

$
)

て

出
さ

れ

た

｢

競
外
第
二

十
七

僕
意
見

書
+

を

め

ぐ
る

論
議
が

そ

指
†

⊥

れ

で

あ

る
｡

そ

の

主

旨
説
明
に

当
っ

た

佐
野
常
民

は

｢

適
宜
課
目
+

と

し

て

一

般
に

施
行
し

ょ

う
と

す
る

ね

ら
い

を
､

第
一

に
､

学
校
で

二

年
間
教
練
を

受
け

た

者
は

一

年
の

在
営
の

後
仮
り

に

帰
郷

を

許
さ

れ

る

の

は

｢

人

民
ノ

権
利
+

と

し
て

保
障

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

で

あ

り
､

第
二

に
､

学
校
で

常
時

､

教
練
を

行
う
の

に

は

｢

一

旦

有
事
ノ

秋
+

に

は

直
ち
に

精
練
の

兵
を

得
る

こ

と

が

出
来
る

と
い

う

軍
事

的
な

意
味
が

あ

る
､

第
三

に

は
､

一

週
わ

ず
か

に

二

･

三

時

間
の

挽
練
を

す
る

の

で

あ

る

か

ら

｢

普
通
教
育
二

於
テ

毒
モ

妨

害
ヲ

興
ヘ

サ

ル

ナ

リ
+

(

4
)

と
､

三

点

に

つ

い

て

述
べ

て

い

る
｡

そ

も

そ

も

徴
兵
令
改
正

の

ね
■

ら
い

が
､

国
民

皆
兵
主

義
の

理

念

実
現
の

方

向
に

そ
っ

て

免
役
条
項
の

制
限
に

重

点
が

置
か

れ

て

い

(

5
)

た

わ

け
で

あ

る

が

そ

こ

で

人

民
の

負
担

軽
減
と

戦
時
動
員
兵
力
の

増
大
の

た

め
の

｢

欒
通
ノ

方
+

と

し

て

公

立

学
校
に

兵
隊
教
練
を

設
け

よ

う

と
い

う
わ

け
で

あ

る
｡

そ

れ

に

よ

る

学
校

教
育
へ

の

影

響
は

楽
観
さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

を

め

ぐ
っ

て
､

明

治
十
二

年
九

月

十

日

(

第
一

読
会
)
､

同
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(

6
)

十
一

日

(

第
二

読
会
)
､

お

よ

び

十
二

日

(

第
三

読
会
)

の

三

日

間
に

わ
た
っ

て

活

発
な

議
論
が

展
開
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

つ

ぎ

に

そ

の

要
点
を

考
察
し

て

い

く
こ

と
に

す
る

｡

(

1
)

前

掲
｢

新

体

操
法
ノ

成

績
報

告
+

､

二

四
一

頁
｡

(

2
)

つ

ぎ

の

五

名

で

あ
る

｡

津
田

出

山
田

顧
義

佐

野
常

民

細

川

潤

次
郎

中

島
信

行

(

3
)

そ
の

全

文

は
つ

ぎ

の

よ

う
で

あ

る
｡

公

立

草

校
二

於
テ

兵

隊

教
練
ノ

課

程

ヲ

設
ク

ル

ノ

意

見

書

護

テ

按
ス

ル

ニ

本

院
第
百

四

十

六

親
議

按

徴

兵

令
常
備

服
役
ヲ

以

テ

三

ケ

年
ト

ス

此

固
ヨ

リ

人

民

護
国
ノ

義
務

ナ

リ

ト

雄
把

此

年
限

中
ハ

一

身
ノ

教
育
ヲ

受
タ

ル

｢

ナ

ク
一

家
ノ

生

計
ヲ

営
ム

｢

能
ハ

ス

其

服

役
ノ

永
キ

ヲ

厭
フ

モ

亦
人

情
ノ

免

カ

レ

サ

ル

所
ナ

リ

故
二

該

議

接
ヲ

附
託
セ

ラ

レ

タ
ル

ニ

嘗
り

修

正
シ

テ

第
二

條
第

一

項
ト

シ

以
テ

欒
通

ノ

方
ア

ル

ヲ

示
シ

且

ツ

改

億

徴

兵

拝
三

園

民

軍

籍
二

在
ル

者
ヲ

シ

テ

濠
メ

執
銃
ノ

技
済

陣
ノ

方

ヲ

知
ラ

シ

メ

有

事
ノ

日
二

直
二

共

用
二

邁

セ

シ

メ

ン

ト

ス

然
ラ

ハ

則

宜

ク

畢
校
二

於

テ
生

兵
教
練
中

晩
教
練
ノ

課

程
ヲ

立
一

週

中
二

二

三

時
間
之

ヲ

教

授
セ

シ

ム

ヘ

シ

然
レ

把

俄
ニ

■

之
ヲ

各

中
小

畢
枚
ノ

必

学

科

目

卜

烏
サ

ハ

教
員
ノ

設

器

械
ノ

備

十

分

ナ

チ

サ

ラ

ン

｢

ヲ

恐
ル

故
二

今

清
二

時

勢
ヲ

量
ソ

連
宜
ノ

法
ヲ

設

ケ

漸
ヲ

以

テ

兵

隊

教
練
ノ

事

ヲ

勧

誘
セ

ン

ト

ス

因
テ

左

ノ

布
告

按

ヲ

革

シ

テ

上

奏
ス

箕

ク
ハ

徴

兵
令
ノ

改
正

布

告
ノ

日

同

ク

布

告
ア

ラ

ン

｢

ヲ

護

テ

裁
可

ヲ

乞
フ

布

告

抜

各

地

方

公

立

学

校
二

於
テ

年
齢

十
二

義

以

上
ノ

生

徒
ノ

鳥
メ

兵

隊

教

練
ノ

課

程

ヲ

設

ケ

授

業

候

儀
ハ

適

宜
タ

ル

可

ク

候

保

此

旨

布

告

候

事

(

｢

元

老

院
合
議
筆
記
+

明

治

十
二

年
九

月

十

日

｢

競
外

第
二

十

七

祝

意

見

書

公

立

革
校
二

於
テ

兵

隊

教
練
ノ

課

程
ヲ

讃
ク

ル

ノ

件
+

第

一

請
合
)

｡

(

4
)

前
同

｡

(

5
)

放
下

芳
男
｢

徴

兵

令
制
定

史
+

､

四

九
二

-
四

九
三

頁
､

参
照

｡

(

6
)

一

橋
大

学

図

書

館

蔵
の

元

老

院
会

議
筆

記
に

よ

れ

ば

第
三

読

会

マ

マ

マ

マ

は

｢

明

治
十
二

年
十

月

十
三

日
+

と

な
っ

て

い

る

が
､

第
二

読
会
の

終
り
に

議
長
(

残
仁

親
王
)

が

｢

明

十
二

日

第
三

請
合
ヲ

閲
ク

ヘ

シ

散
合
セ

ヨ

+

と

述
べ

て

お

り
､

ま

た

当

議
案
筆
記

末

尾
の

註

(

｢

右

は

明

治

十
二

年
九

月

十
二

日
の

合
議
に

於
て

香

と

決

す
+

)

を

参
照

し

て

九

月

十
二

日

と

す
る

｡

三

ま

ず
修
正

案
の

作
成
に

当
っ

た

ひ

と

り

で

あ

る

中

島
信

行
の

言

に

よ
っ

て

さ

ら
に

詳
細
な

検
討
を

試
み

る

こ

と

に

す
る

｡

第
一

に

中
島
の

述
べ

る

と
こ

ろ
は

軍

事
上

の

意

味
で

あ

る
｡

(

1
)

｢

本

接
ヲ

瑞
典
ノ

兵
制
二

模
倣
ス

ル

ハ

時
勢
二

道

嘗
ス

ル

モ

ノ

ナ

■q
U

リ

我

国
往
時
兵

農
分
途
ノ

時

勢
ナ

レ

ハ

或
ハ

之
ヲ

要
用
ナ

リ

ト

セ

ガ
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サ

ル

モ

今
ヤ

兵
貞
ノ

分
ヲ

廃
シ

護
国
ノ

義
務
ハ

四

民
ト

キ

ニ

負
塘

セ

シ

ム

萄
モ

国
民
タ

ル

者
ハ

満
二

十

歳
二

至
レ

ハ

俄
然
之
ヲ

召

募

シ

兵
役
二

服
セ

シ

ム

ル

ノ

制

度
ナ

リ

故
二

平
時
二

於
テ

執
銃
演
陣

(

2
)

ノ

法
ヲ

習
ヒ

綬
急
ノ

用
二

供
セ

シ

ム

ル

ハ

邁
嘗
ナ

リ
+

｡

こ

れ

の

言
わ

ん

と

す
る

と

こ

ろ

ほ

先
に

佐

野
の

主
旨
説
明
に

も

述
べ

ら
れ

て

い

る

わ

け
で

あ

る

が
､

こ

こ

で

ス

イ

ス

的
民

兵
制
を

モ

デ

ル

に

し

て

い

る

と

思
わ

れ

る

点
に

つ

い

て

ふ

れ

て

お

き

た

い
｡

そ

れ

は

こ

の

修
正

案
作
成

委
員
の

び

と

り

で

も

あ

る

山

田

薪

(

3
)

義
の

軍
制
改

革
に

関
す

る

｢

建
白

書
+

と
の

関

連
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

山
田

は

｢

建
白
書
+

で

つ

ぎ
の

よ

う
に

言

う
｡

｢

人

民

ノ

其

土
二

生
ル

者
ハ

貴
膿
ノ

別
ナ

ク

必

ラ

ス

皆
兵
役
二

服
シ

､

各
英
国

樺
ヲ

保
護
シ

而
又

其

身
所
有
ノ

樺
ヲ

固
守
シ

決
シ

(

4
)

テ

他

人
ノ

軽
侮
侵
奪
ヲ

受
ク

ヘ

カ

ラ

サ

ル

ヲ

以

テ

ス
+

と

し
て

､

そ

の

方

策
の

第
一

と

し

て

国

民

普
通

教

育
の

充

実

を

あ

げ

る
｡

(

5
)

｢

人

民
一

般
ノ

知
識
敵
兵
二

超
越
ス

ル

ヲ

以

テ

最
要
ト

ス
+

と

言

い

ま

た

｢

強
兵
ノ

基
ハ

探
銃
運

動
ス

ル

ニ

ア

ラ

ス
､

国
民

一

般
都

都
ノ

別
ナ

ク

郷
校
ノ

教
育
ヲ

充
分
ニ

シ

テ

普
ク

人

民

ノ

知
識
ヲ

シ

(

6
)

テ

甲

乙
ナ

カ

ラ

シ

ム

ニ

在
り
+

と
｡

第
二

に

こ

の

教
育
の

聞
に

軍

事
訓
練
を

兼
修
さ

せ

る

こ

と

に

よ
っ

て

｢

教

育
ノ

道

如
レ

此
､

兵

以

テ

微
ス

ヘ

シ
｡

兵
ヲ

徴
シ

営
二

人
ル

､

人

己
二

普
通
ノ

草
間
ア

紬
ィ

⊥

リ
､

而
テ

又

普
通
武
事
ヲ

知
ル

｡

於
レ

是
士

官
下

士

官
二

従

属
シ

(

7
)

軍
事
特
別

必

用
ノ

数
件
ヲ

畢
ヒ

得
ル

而
巳
+

｡

山

田

の

意
見
が

こ

の

議
案
に

反
映

し

て

い

る

の

は

廉
い

待
な
い

と
こ

ろ
で

あ

ろ

う
｡

し

か

し

｢

建
白

書
+

に

み

ら

れ

る

よ

う

な

｢

其

身
所
有
ノ

権
+

が

｢

国
権
ノ

保
護
+

と

不

可

分
の

関
係
で

と

ら

え

ら
れ

､

普
通

教
育
の

確
固

た

る

基

盤
の

う
え

で

｢

兵
隊
教

練
+

を

企

図

す
る

も

の

で

あ
っ

た

の

だ

ろ

う
か

｡

す
で

に

述
べ

た

と
こ

ろ
か

ら
も
こ

れ

ほ

否
定

せ

ざ

る

を

得
な
い

｡

な
ぜ

な

ら

｢

護

国
ノ

義
務
ハ

四

民

ト

キ

ニ

負
捨
+

す
べ

き

も
の

だ

と

す
れ

ば
､

佐

野
の

主

旨
説
明
に

言

う

｢

辟
郷
ヲ

得
ル

ハ

人

民
ノ

権
利
+

で

あ

る
】

こ

と

は

四

民

平
等
で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

然
る

に

現

実
に

は

就

学
率
が

や
っ

と

四

十
パ

ー

セ

ン

ト

を

越
す
と
い

っ

た

状
況
で

あ
っ

て

み

れ

ば

｢

人

民

の

負
担
軽
減
+

と
い

う
名

目
も

極
め

て

不

平

等

な

も
の

に

七

か

な

ら

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

山
田

の

｢

建
白
書
+

と

の

対

比
に

お

い

て

み

れ

ば
､

議
論
の

全

体
を

通
し

て

こ

の

点
へ

の

洞
察
が

欠
除
し

て

い

る

の

は

明

ら
か

で

あ

る
｡

因
に

山
田

顧
義
ほ

第
一

-
第
三

読
会
ま
で

す
べ

て

欠
席
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

第
二

に

中
島
の

述
べ

る

と
こ

ろ

は
､

該
案
実
施
に

伴
う

経

費
負

担
に

つ

い

て

は

｢

各
地

方
ノ

適
宜
+

に

従
っ

て

方

法
的
に

解

決
の
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道
が

あ

ろ

う

と

す
る

｡

第
三

に

つ

ぎ
の

よ

う
に

言

う
｡

｢

挽
近

泰
西

各

国
卜

交
際
ヲ

修
メ

船
舶
ノ

往
来
海
二

帆
影
煙
跡

マ

マ

ヲ

層
タ

ス

殆
卜

四

周

皆
敵
国
相

迫
ノ

形

勢
卜
一

石

フ

可
シ

之
ヲ

瑞
典

二

較
ス

ル

ニ

其
危
逼

一

層
甚
シ

キ

ヲ

加
フ

ル

者
ノ

如
シ

凡
ソ

邦
園

ヲ

維
持
セ

ン

ト

欲
ス

レ

ハ

勇
敢
ノ

気
ヲ

作
興
セ

サ

ル

可
ラ

ス

仇
テ

文

数
ノ

中
二

講
武
ノ

意
ヲ

寓
シ

勇
敢
ノ

束
ヲ

鼓
舞
ス

ル

ヲ

以
テ

目

(

8
)

下
ノ

急
務
ト

ス
+

と
｡

こ

こ

に

見

ら

れ

る

よ

う
に

､

兵
式
体

操
を

問

題
に

す
る

有
力

な

動
機
は

､

隣
国

中

国
が

欧
米
各
国
の

帝
国

主
義
的
侵
略
の

前
に

半

植
民

地

化

す

る

状

況
の

な
か

で

国

家
の

危
機
が

ひ

し

ひ

し
と

感
じ

(

9
)

ら

れ

て

い

た

こ

と
に

あ

る
｡

そ

れ

を

中
島
は

｢

四

周

皆
敵
国

相

迫

ノ

形

勢
+

と

言
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

現

状
認

識
の

上
に

立
っ

て

軍
事
的
な

意
味
を

認

め

る

こ

と
に

つ

い

て

は
､

修
正

案
を

支

持
す
る

と

香
と

に

か

か

わ

ら

ず
､

何
等
異

論
は

な

か
っ

た

と

言
っ

て

よ

い
｡

さ

ら
に

も

う
び

と
つ

注

意
し
て

お

き

た

い

の

は
､

｢

勇
敢
ノ

気

象
+

を

養
う
こ

と
に

よ
っ

て

愛
国
心

を

盛

り

あ

げ

徴
兵
忌

避
の

風

を
一

掃
し

ょ

う

と

す
る

考
え

の

あ

る

こ

と

で

あ

る
｡

｢

講
武
+

と

い

う

表
現
に

は

復
古

主

義
的

動
向
を

看
取

せ

ざ

る

を

得
な
い

で

あ

(

1 0
)

ろ

う
｡

こ

の

傾
向

は

非

常
に

根
づ

よ

い

も
の

が

あ

り
､

兵
式
体

操

(

勿

論
､

｢

執
銃
演
陣
+

に

限

ら

ず
し

ば

し

ば

｢

武

事
+

｢

武

技
+

｢

講
武
+

等
の

言

葉
に

す
り

か

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

が
)

の

訓
育
的

機
能
を

､

体

操
の

持
ち

得
な
い

そ

れ

固
有
の

も
の

と

主

張
す
る

論
が

わ

が

国
の

体

育
論
の

な

か

で

独

白
な

位
置
を

占
め
て

い

く

基
礎
に

な
っ

て

い

る

と

考
え

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

う

し

た

修
正

案
支

持
の

説
に

対
し

て
､

終

始
一

貫
強
硬
に

時

期
尚
早

論
を

展
開

し
て

反

対
し

た

の

は

河

野
敏

鎌
で

あ
る

｡

勿
論

河

野
も

戦
時
動

員
兵
力
の

増
大
を

可

能
に

し

よ

う
と

す
る

主

旨
を

不

可
と

す

る

の

で

は

な
い

｡

彼
の

主

張
は

専
ら

人

民
の

疲
弊

､

教

育
費
と

民

力
の

関

係
に

集
中

す
る

観
が

あ

る
｡

す

な

わ

ち
つ

ぎ
の

よ

う

に

言
う

｡

｢

目

下
ノ

急
務
ハ

費
用

ヲ

減
省
シ

民

力
ヲ

曖

養
ス

ル

ヲ

以
テ

主

要
ト

ス

然
ル

ニ

本
接
ヲ

饅
合
ス

レ

ハ

各
府
麟
二

於
テ

モ

争
フ

テ

共

課
程
ヲ

設
ケ

之
ヲ

履
行
セ

ン

ト

欲
シ

英
数
練
場
ヲ

設

ケ

其

機
械
ヲ

購
備
シ

為
二

許
多
ノ

経
費
ヲ

徒
費
ス

ル

ハ

論
セ

ス

シ

テ

知
ル

ヘ

シ

…
…

今
両
三

年
ヲ

経
過
セ

ハ

漸
次
其
緒
二

就
キ

精
々

整
頓
ス

ル

ヲ

テ

本
接
ヲ

蟄

令
ス

ル

モ

未
夕

遅
シ

ト

セ

サ

ル

ナ

リ
+

と
｡

ま

た

つ

ぎ
の

よ

う
に

も
一

言

う
｡

一

⊥

｢

試
､

､

､

ニ

目

下
ノ

状
況

如
何
ヲ

観
察
セ

ヨ

各

所
無
産
ノ

小

民
ハ

畑

待
テ

本
接
ヲ

蟄

令
ス

ル

(

1 1
)
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其
活
路
二

迷
ヒ

怨
聾
四

方
二

景
々

ト

シ

テ

其
危
険
ナ

ル

｢

殆
卜

寒

心

戦
俸
ス

ル

ニ

堪
へ

タ

リ

此

時
二

際
シ

本

抜
ヲ

布

告
セ

ハ

所
在
ノ

畢
校
二

於
テ

互

相

奔
競
シ

テ

教
練
ノ

課

ヲ

設
ケ

劫
童
ヲ

訓
習
セ

シ

ム

ル

ニ

至
ル

ヤ

必
セ

リ

而
シ

テ

又

幼
量
ハ

共
修
業
ス

ヘ

キ

本

課
ヲ

度
外
二

地
棄
シ

争
テ

粗
暴
ノ

行
為
二

趨
ク
ハ

鏡
二

懸
テ

見
ル

ヨ

リ

(

1 2
)

モ

明

ナ

リ
+

と
｡

し

か

し

河

野
の

論
は

人

民
の

負
担
軽
減
を

願
う

如
く
で

あ

り

な

が

ら
､

そ

の

実
意
は

人

民
へ

の

不

信
と

官
僚
的

統
制
の

強
化

を

考

え
て

い

る

と
い

う
ぺ

き
で

あ

ろ

う
｡

さ

ら
に

そ

の

論
点

を

あ

げ

れ

ば
､

す
で

に

徴
兵
令
布

告
案
第
二

十

七

条
第

十
一

項
の

平

時
免
役
に

つ

い

て

の

｢

文
部
省
所
轄
髄
操

俸
習
所
二

於
テ

修
業

一

ケ

年
ノ

課
程
ヲ

卒
リ

タ

ル

以

上

ノ

生

徒
並

二

億
操
術
卒

業
ノ

者
+

な

る

条

項
に

対

し
て

｢

本

案
ハ

兵
役
ヲ

遁

ル

､

者
ヲ

防
過
ス

ル

ヲ

以

テ

本

旨
卜

鳥
ス

然
ル

ニ

該

項
ノ

如
キ
ハ

却
テ

免
カ

ル

､

ヲ

得
ル

ノ

道
ヲ

敦
フ

ル

カ

如
ク

逐
二

天
下
ノ

人

民

(

1 3
)

ハ

皆
相

卒
ヒ

テ

聴

操
二

赴
ク

ヘ

キ

ナ

リ
+

と

国
家

権
力
に

よ

る

｢

徴

兵
の

が

れ
+

の

排
絶
を

主

張
す

る

の

で

あ

る
｡

ま

た

該
意
見
書
布
告
案
文

中
の

､

教
育
令
と

呼
応
し

た

ア

メ

リ

カ

的

教

育
行
政
の

反

映
で

あ

る

と

み

ら

れ

る

｢

授
業
候
儀
ハ

適
宜

タ

ル

可
ク

云

々

+

を

指
し

て
､

こ

の

よ

う
な

｢

曖

昧
摸
稜
ノ

字
面

ヲ

用
フ

ル

ハ

其
カ
ヲ

有
ス

ル

者
ト

セ

ス

必
ス

ヤ

教
練
ノ

課
程
ヲ

設

朗
†
⊥

ケ

授
業
ス

ヘ

シ

ト

確
切

ノ

語
ヲ

用
ル

ニ

非
レ

ハ

量
餅
タ

ル

ニ

過
キ

(

1 4
)

サ

ル

ヘ

シ
+

と
､

後
に

文

部
卿
と

し
て

教

育
令
を

改
正

し

干
渉
主

(

1 5
〕

義
の

方

針
を

仮
借
の

な

い

官
僚
主

義
的
迅
速
さ

で

も
っ

て

貫
い

た

(

1 6
)

思
想
の

い

っ

た

ん

を
の

ぞ

か

せ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

し

か

し
､

こ

の

審
議
過
程
で

河

野
の

論
は

次

第
に

賛
成

者
を

増

し
て

い

き
､

採

決
の

結
果
九

対

九
と

な

り

議
長
が

職
務
条

例
に

よ

っ

て

意
見

書
の

提
案
を

廃
案
と

す
る

の

で

あ

る
｡

そ

こ

で

当

然
､

西

南
戦

争
後
の

財
政

的
窮
乏
の

な

か

で

発
議

さ

れ

た

｢

愛
通
ノ

方
+

た

る
､

徴
兵
令
第
二

条
第

一

項
の

さ

き
の

規
定
も

消

滅
す
る

こ

と

に

な
る

｡

(

1
)

後
に

述
べ

る

よ

う
に

修

正

案
作
成

委
員
の

ひ

と

り
で

あ

る

山

田

の

｢

建

白

書
+

の

内

容
か

ら

み

て

も

｢

ス

イ
ス

+

の

誤
り

で

あ

ろ

う

と

考

え

ら
れ

る
｡

(

2
)

前
掲

｢

読
外

第
二

十

七

琴
意

見

書
+

第
三

讃
合

｡

(

3
)

山

田
は

｢

明

治
四

年
十

一

月
､

岩

倉
大

便
の

欧

米

巡

遊
に

随
行

し
て

､

専

ら

海

外
の

軍
事

方

面

を

研

究

し
､

六

年

九

月

帰

朝

し

た

が
､

そ
の

見

聞
に

基
づ

い

て
､

建
白

書
を

提

出

し

た
+

(

前

掲
｢

徴

兵

令
制

定

史
+

一

八

三

頁
)

と
い

わ

れ

て

い

る

が
､

そ

の

日

時
は

明

ら
か

で

な
い

｡

(

4
)

山
田

蘇
義

｢

建

白
書
+

､

｢

明

治
文

化

全

集
+

第

二

十

三

巷
軍

事
･

交

通

篇
所

収
､

十

六

-
十
七

頁
｡
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(

5
)
､

(

6
)

前

同

書
､

十

七

頁
｡

(

7
)

前
岡

｡

(

8
)

前
掲

｢

兢
外

第
二

十
七

祝

意

見

書
+

第
三

讃
会

｡

(

9
)

佐

野
常
民

も
つ

ぎ
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

支

部
ヲ

見
ヨ

其

マ

マ

土

地

人

口
ハ

宇

内
二

冠
絶
ス

ト

雄
ト

モ

外

国
ノ

軽
蔑
ヲ

被
り

殆
一

喝

立
ノ

鰹
面
ヲ

汚
辱
セ

ル

ニ

ア

ラ

ス

ヤ

欧

洲

各

国

其

兵

備
ヲ

盛
ニ

シ

国

力

ヲ

養
フ

所

以
ノ

者

他
ナ

シ

各

自
共

闘

ヲ

保

護
ス

ル

ニ

外
ナ

ラ

サ

ル

ナ

リ
+

と
｡

(

前

同
)

｡

(

1 0
)

例

え
ば

大

給
恒
の

つ

ぎ
の

よ

う
な

考
え

は

典

型

的

と

言

え

よ

1

フ
O

｢

日

本

国
民
タ

ル

者
ハ

皆
ナ

兵

ト

ナ

リ

護

国
ノ

義
務
ヲ

負
据
セ

サ

ル

可
ラ

ス

然
レ

ハ

則
チ

有
事
ノ

日
二

万
ラ

ハ

人
々

勇

往
直

進
シ

自
ヲ

奮

テ

以
テ

敵
衝
二

嘗
ラ

ン

ト

欲
ス

ル

ノ

勇

束
ヲ

鼓
舞
セ

サ

ル

可
ラ

ス

故

二

少

壮
ノ

時
ヨ

リ

畢

校
二

於
テ

武
技
ヲ

練

習
シ

英
気
ヲ

作

興
セ

シ

ム

ル

ニ

ア

ラ

サ

レ

ハ

不

可

ナ

リ
+

(

前

岡
)

｡

(

1 1
)
､

(

1 2
)

前

掲

｢

競
外

第
二

十
七

統
一
意
見

書
+

第
一

讃
会

｡

(

1 3
)

｢

元

老

院

会

議

筆

記
+

｢

第
百

四

十

六

競

議

按
+

第
一

讃
会

(

明

治
十
二

牛
七

月

十

日
)

｡

(

1 4
)

前

掲

｢

競

外

第
二

十
七

琴
意
見

書
+

第
一

讃
会

｡

(

15
)

土

星

忠

雄
｢

明

治

前

期

教
育

政

策

史
の

研

究
+

､

第
十

一

章
｢

教

育

令
の

改

正

-
河

野

敏

鎌
の

文
教

政

策

1
+

参

照
｡

(

1 6
)

ま

た

彼
は

｢

勇
敢
ノ

気
象
云

ヱ
に

つ

い

て

｢

本

邦
ノ

風

俗
ハ

尚
文
エ

ア

ラ

ス

シ

テ

好

武
ノ

気

象

ア

リ

若
シ

其

町

村

合
議

貝
二

選
畢

セ

ラ

レ

シ

者
二

軽
蔑
浮

華

ノ

徒
ア

レ

ハ

之
ヲ

得
意
ト

シ

奔
競
争

趨

所

在
ノ

畢

枚
二

於
テ

忽
チ

操
練
ノ

課

目
ヲ

設

ケ

之

ヲ

教

習
セ

シ

メ

…

…
+

と

異

論
を

と

な
え

て

い

る
｡

(

l
)

体

操
伝

習

所
で

は

明

治

十
三

年
十

一

月

｢

歩
兵

操

練
+

の

教
授

を

開
始

し
て

い

る
｡

こ

こ

で

す
で

に

｢

完
全
ナ

ル

体

挽

法
+

を

支

え

る

合

理

主

義
が

事
実

と

し
て

屈

折
し
た

と

み

ら

れ

る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

背
後
に

は

先
に

述
べ

た
よ

う
な

論
議
が

あ

り
､

さ

ら
に

同
年
十
二

月

の

教

育
令
の

改
正

に

際
し

て

の

元

老

院
会
議
に

お

い

て

そ

れ

が

再

燃
す

る

と
い

っ

た

動
き

が

存
在

す
る

の

で

あ

る
｡

明

治
十
三

年
十
二

月
二

十
二

日
､

元

老
院

第
二

百

十
七

号
議
案

｢

教

育
令
改

正

布

告
案
+

の

第
一

読
会
に

お

い

て

議
官
楠
本
正

隆

(

2
)

が

｢

本

官
ハ

本
懐
ナ

ル

『

慣
操
』

ノ

上
二

『

武
技
』

ノ

二

字
ヲ

加

(

3
)

ヘ

ン

ト

ス
+

と

発
言
し

た

こ

と

か

ら

武
技

･

体

操
を

め
ぐ

る

論
議

が

戦
わ

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る
｡

彼
は

さ

ら
に

続
い

て

言

う
｡

｢

夫
レ

文

武
ハ

岐
ス

ヘ

カ

ラ

サ

ル

モ

ノ

ニ

シ

テ

教

育

徴

兵
ノ

二

令
ハ

車
輪
鳥
巽
決
シ

テ

偏
慶
ス

ヘ

キ

モ

ノ
ニ

ア

ラ

ス

…

…

既
二

倍
挽
ノ

侍

習
ア

レ

ハ

別
二

武
技
ヲ

加
へ

サ

ル

モ

妨
ケ

ナ

シ

ト

夫
レ

然
り

然
レ

臣

借
換
ハ

只

是
レ

身
燈
ノ

運
動
ノ

ミ

未
夕

心

臓
ヲ

練
り

腕
力
ヲ

養
フ

ノ

功
ア

ル

キ

ノ

ニ

ア

ラ

ス

故
二

武
ノ

字
ヲ

加
へ

敦
ユ

ル

ニ

武
術
ヲ

以

テ

セ

サ

レ

ハ

異
日

国
民

軍
ト

ナ

ル

ア

ル

モ

其
力

能

畑
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ク

敵
ヲ

禦
ク

能
ハ

サ

ル

ニ

至

ラ

ン

是
レ

本

官

修

正

説
ノ

大

略
ナ

(

4
)

リ
+

と
｡

こ

の

提
案
に

対

し
て

政

府

側
は

文

部
卿
河

野
敏
鎌
が

､

ま

た

し

て

も

時
期
尚
早

論
を

も
っ

て

答
弁
し

､

結
果

的
に

は

楠

本
の

提
案

は

否
決
さ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

過

程
で

ほ

先
に

も

述
べ

た

と

(

5
)

同

様
に

徴
兵

年
限

短

縮
の

必

要
性
と

軍
事
的

な

劾
益
に

つ

い

て

は

異
論
は

な

か
っ

た

も
の

と

認
め

ら
れ

る
｡

し
た

が
っ

て

時
期
尚

早

論
の

論
拠
は

､

指
導
者

､

経

費
､

服

装

(

6
)

等
に

問
題
が

多
す
ぎ

る

と

す
る

の

で

あ
っ

て
､

い

ず
れ

そ

の

実
現

を

期
そ

う
と

す
る

文

部
当

局
の

意
向
も

明
ら

か

に

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

さ

き
の

楠
本
の

提
案
か

ら
も

う
か

が

え

る

よ

う
に

､

体

操
と

武
技
の

関
係
如
何
が

問
題
と

な
っ

て

く

る

わ

け

で

あ

る

が
､

こ

の

点
に

限
っ

て

若
干
の

考
察
を

加
え

て

お

く

こ

と

に

す

る
｡

ま

ず
｢

武
技
+

を

ど

う

考
え
る

か
｡

提
案
者
楠
本

に

よ

れ

ば
つ

ぎ
の

よ

う
で

あ

る
｡

｢

抑
武

技
ノ

文
字
ハ

古
来

慣
用
ノ

熟

字
ニ

シ

(

7
)

テ

萄
モ

字
ヲ

識
ル

キ

ノ

誰
力

其
義
ヲ

悟
ラ

サ

ラ

ン

ヤ
+

｢

今

日

眈

二

教
育
二

千

渉
ス

ル

以

上
ハ

武
技
モ

全
ク

放
任
ス

ヘ

カ

ラ

サ

ル

ト

ス

何
ト

ナ

レ

ハ

武
術
衰

微
シ

士

束
阻

喪
ス

ル

ノ

今
日
二

於
テ
ハ

政

(

8
)

府
干

渉
セ

サ

レ

ハ

其

勢
ノ

挽
同
ス

ヘ

カ

ラ

サ

ル

ヲ

以

テ

ナ

リ
+

朗
一

⊥

と
｡

こ

れ

に

よ
っ

て

み

て

も

極
め
て

復
古
主

義
的

発
想
の

上
に

立

っ

て

提
案
さ

れ

て

い

る

こ

と

は

明

ら
か

で

あ

る
｡

没
落
士

族
へ

の

救
護
を

策
し

て

い

る

よ

う
に

も

解
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は

と

も
か

く
と

し
て

｢

武
技
+

の

意
は

､

軍
事
上

の

当

面
の

必

要
性
と

い

う

面
が

強
調
さ

れ

る

場
合
に

は

異
な
っ

て

く
る

の

で

あ
っ

て

審

(

9
)

議
の

過

在
で

は

混

乱
を

来
し

て

い
.
る

と

言
わ

ざ

る

を

得
な
い

｡

こ

れ

に

対
し

て
､

｢

体

換
+

に

つ

い

て

は

ほ

ぼ

伝
習

所
の

見

解

が

踏
襲
さ

れ

て

い

る

と

み

て

よ

い
｡

原

案
を

支

持
す
る

文
部
当

局

者
の

言

を

引

け

ば
つ

ぎ

の

よ

う
で

あ

る
｡

｢

武
技
卜

債
換
ト

ハ

似
テ

大
工

非
ナ

ル

モ

ノ

ナ

リ

武
術
ハ

以

テ

(

1 0
)

鰻
育
二

功
ア

ル

モ

ノ

エ

ア

ラ

ス
+

｡

｢

身

鰻
カ
ヲ

教
育
ス

ル

ニ

ハ

健
挽
ニ

テ

充
分
ナ

ラ

ス

ヤ

而
シ

テ

憶
挽
ノ

教
科
モ

今
日

ノ

小

畢
校
中

未
夕

行
ハ

サ

ル

モ

ノ

多
シ

何
ソ

況
ヤ

武
技
ヲ

ヤ

…
…

武
技
ノ

事
ヲ

云

或
ハ

却
テ

生

理
二

筈
ア

ル

ヲ

恐
ル

敬
二

武
技
ヲ

加
ヘ

ン

ト

ス

ル

ハ

一

方
二

於
テ

生
理

ノ

事
モ

亦

(

1 1
)

省
セ

サ

ル

ヘ

カ

ラ

ス
+

｡

こ

の

よ

う
に

時
期
尚
早
を

言
い

､

武
技
を

し

り

ぞ

け
る

体

育
論

的
根
拠
は

生

理

学
的
体

育
観
に

求
め

ら

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

し
か

し
い

ず
れ

に

し
て

も

｢

体

操
+

の

み

で

は

不

充
分
で

あ

る

ゝ

ユ
ダ

一
山
7
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上

す
る

こ

と

に

変
り

は

な
い

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

論
拠
を

軍
事

上

の

必

要
に

求

め

る

か

あ

る

い

は

そ

れ

も

認
め

な
が

ら
よ

り

多
く

伝

統

武
技
の

復

酒
に

力

点
を

置
く

か

に

問
題
は

し
ぼ

ら
れ

て

く

る

の

で

あ

る
｡

初
期
の

こ

う
し

た

議
論
を

経

た

後
に

両

者
(

学
校

に

於

け

る

兵
式
休

漁

と

武
道
)

ほ

異
克

っ

た

歴
史
的
経

過
を

辿
る

の

で

あ

る

が
､

な
お

こ

こ

で

取
り

あ

げ

て

お

か

ね

ば
な

ら
な
い

の

は
､

先

に

も
ふ

れ

た

愛
国
心

な
い

し

ほ

勇
敢
の

気

象
の

養
成
と
い

っ

た

訓

育
的

機
能
の

問
題
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

(

1
)

｢

文

部

省
第
九

年
報
+

三

十
四

頁
｡

つ

ぎ
の

よ

う

に

記

さ

れ

て

い

る
｡

｢

十
三

年
十

一

月
二

於

テ

始
テ

歩

兵

操

練
ノ

一

科
ヲ

附
設
シ

陸

軍

士

官
ヲ

招
碑
シ

生

徒
ヲ

シ

テ

毎
週
三

岡

演

習
二

従

事
セ

シ

メ

シ

カ

之

ヲ

貴
行
ス

ル

｢

六

ケ

月
ニ

シ

テ

其

業
ヲ

卒
フ

ル

ニ

室
レ

ワ
+

｡

(

2
)

｢

本

保
+

と
い

う
の

は

第
三

保
｢

小

学
校
ハ

普

通
ノ

教

育
ヲ

兄

量
二

授
ク

ル

所
ニ

シ

テ

讃
書

習

字

算
術
地

理

歴

史

修
身
等
ノ

初

歩
ト

ス

､

土

地

ノ

状
況
二

随
ヒ

テ

罫

査

唱

歌

鰻
挽

等
ヲ

加
へ

又

物

理

博

物

等
ノ

大

意
ヲ

加
フ

殊
二

女

子
ノ

鳥
ニ

ハ

裁

縫

等
ノ

科

ヲ

設

ク

ヘ

シ

(

伯
書

省

略
)

+

で

あ

る
｡

(

3
)

｢

元

老

院

合
議

筆

記
+

明

治

十
三

年
十
二

月

二

十

二

日
､

｢

第

二

百
十

七

貌
議

按

教

育

令

改
正

布

告

按
+

第
一

請
合

｡

(

4
)

前
岡

｡

(

5
)

兵

役
年
限

及

び

免
役

条

項
は

徴
兵

令
の

改

正

の

度
に

厳
し
い

も

の

に

な
っ

て

い

る
｡

こ

れ
に

つ

い

て

山

願
有
朋

は
つ

ぎ
の

よ

う
に

言

っ

て

い

る
｡

｢

十
二

年

徴

兵

令

を

改

正

し
､

常

備
､

予

備

各

三

年
後

備
四

年
に

て
､

服

役
七

年
は

十

年
と

な
れ

り
｡

爪

阿

ほ

免

役
の

候

多
く

代

人

等
の

制
あ

り

し

に
､

十

六

年

(

一

千

八

百

八

十
三

年
)

に

更

に

現

役
三

年
､

予

備
四

年
､

後
備
五

年
に

て

十
二

年
に

改

正

し
､

蓮

に

発

役

料
を

廃
せ

り
､

是
に

於
て

始

め
て

必

任

義
務
の

賓
を

全

う

す

る

に

至
れ

り
+

と
｡

(

山

保

有

朋

｢

陸

軍

史
+

､

大

隈
重

信

撰

｢

開

園
五

十

年
史
+

上

巻

所

収
二

七
三

頁
)

こ

れ

に

対
し

て

｢

人

民
の

負

担

軽

減
+

と
い

う
名

目
で

学

校

(

公

立
)

に

兵

式
体

挽

を

導

入

し

徴
兵

年

限
の

短

縮
を

は

か

ろ

う

と

し
た

こ

と

は

既
に

述
べ

た

通

り
で

あ
る

｡

こ

こ

で

も

そ
の

含
み

は

当

然
あ

る

が
､

そ

の

際
に

も

(

例

え

そ
れ

を

強

行
し

て

も
)

極
め
て

不

平

等
な

も

の

に

し

か

な

ら

な
い

一
山
田

顕

義
が

｢

建

白

書
+

で

明

ら
か

に

し

て

い

る

よ

う

な

民

兵

制
の

趣
旨

に

は

ほ

ど

遠
い

い

も
の

が

あ

る

-
こ

と
へ

の

洞

察

は

河

野
の

時
期

尚

早
論
に

も

欠

除

し
て

い

る

点

は

注
目

す
べ

き
で

あ

ろ

う
｡

(

6
)

先
の

号

外
二

十
七

号

意
見

書
の

場
合

と
こ

の

場
合
の

最

も

大
き

く

異
な

る

点

(

学

校

数

育
の

問
題
と

し

て

み

た

と

き
に
)

は

前

者
で

は

対

象

が

十
二

歳
以
上

で

あ
る

の

に

対

し

て

後

者

で

は

｢

小

畢

校
+

と

な
っ

て

い

る

こ

と
で

あ

る
｡

こ

れ

を

反

対

の

論
拠

と

す
る

も
の

も

当

然
出
て

く

る
｡

や

や

長
く

な
る

が
､

.
生

理

学

的

体

育

観
の

立

場
か

ら

論
じ

た

細
川

潤

次

郎
の

説
を

あ

げ
て

お

く
｡

参

照

さ

れ

た
い

｡

｢

武

技
卜

鰹
挽

ト
ハ

其

意

味
大
二

律
庭

ア

リ

憶
操
ハ

身

饅

教
育
ニ

シ

テ

生

理

孝
二

屈
シ

則
チ

文

事
ナ

リ

ト

雄
モ

武

技
ハ

全
ク

文
一

両

立

封
向

ノ

モ

ノ

ナ

リ

故
二

普

通
小

学
生

ノ

鮭
樽
筋

骨

未

夕

定
ラ

ヴ

ル

モ

ノ

ニ

之

ヲ

敦
ル

ハ

生

理

学
上
二

於
テ

大
二

不

可

ナ

リ

ト

ス

或
議
官
ハ

.
西

洋
諸
国
ノ

教
科
ニ

ア

リ

ト

云

フ

ト

雄
モ

是
レ

多
ク

ハ

中

学

以
上

ナ

ヱ∂∂
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リ

蓋
シ

中

畢
生

以
上

ハ

気
力

健
棒
モ

精
一

定
シ

兵
ト

ナ

ス

ト

モ

妨
ケ

ナ

キ

モ

ノ

ナ

レ

ハ

此

ノ

如
キ
ハ

本
官
モ

亦

敢
テ

不

可
ナ

シ

ト

ス

縦
ヒ

外

国
小

学

科

中
二

之

ヲ

用
フ

ル

モ

ノ

ア

ル

把

本

官
ハ

其

健
康
ヲ

晋
シ

且

惑

慣

習
ヲ

生
ス

ル

ヲ

恐
ル

､

ナ

リ

況

ヤ

本

條
ハ

男
女

生

徒
ヲ

混
ス

ル

モ

ノ

ニ

シ

テ

末
文
ニ

『

殊
二

女
子
ノ

鳥
ニ

ハ

裁

縫
等
ノ

科
ヲ

設
ク

ヘ

シ

』

ト

ア

ル

以
上
ハ

共
他
ハ

男

子

卜

同

科
タ

ル

ニ

於
テ

ヲ

ヤ

知
ラ

ス

立
二

武

技
ヲ

加
へ

女
生

徒
ニ

モ

長

刀

鎖
鎌
等
ヲ

敦
ヘ

ン

ト

ス

ル

カ

本

官
ハ

修
正

ノ

意
ヲ

知
ラ

サ

ル

ナ

リ
+

｡

(

細

川

潤

次

郎
､

前
掲
｢

教

育

令

改

正

布

告

案
+

第
一

讃
合
)

｡

な
お

､

文

部
卿
河

野
敏

鎌
は

時

期

尚

早
の

理

由
を

つ

ぎ

の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

曾
テ

濃
操

俸

習
所
二

於

テ

陸

軍

士

官
ヲ

借
り

之

ヲ

教
習
シ

及
ヒ

陸

軍

卿
二

腰

骨
シ

テ

之

ヲ

師

範
学

校
二

施
用
セ

ン

｢

ヲ

求
メ

シ

モ

決

シ

テ

遽
カ

ニ

行
フ

ヘ

カ

ラ

サ

ル

モ

ノ

ア

リ

テ

途
二

其

議

調
ハ

サ

リ

シ

ナ

リ

但

兵

隊

教
練
ヲ

鳥
ン

ニ

ハ

自
ラ

衣

服
モ

整

備
セ

サ

ル

ヘ

カ

ラ

ス

然
レ

臣

文

学

用
ノ

外
二

服

料
ヲ

モ

悪

輿
ス

ル

ハ

賓
際

鳥
シ

難
キ

｢

ナ

リ

故
二

此

事
ハ

止
ム

ヲ

得
ス

ト

シ

テ

眈
二

中
止
ス

ト

雄
モ

邪
ノ

患
挽

倦
習

所
ノ

生

徒

等
次

第
二

卒

業
シ

之
ヲ

シ

テ

各
地

方
二

巡

敦
セ

シ

メ

ハ

教
師

英
人

ヲ

得

テ

自
カ

ラ

本

官

輩
ノ

宿
志
ヲ

達
ス

ル

ノ

時

機
ア

ル

ヲ

信
セ

リ
+

(

前

岡
)

｡

(

7
)
､

(

8
)

前

岡
｡

(

9
)

時
に

は

｢

隊
列
教

練
+

(

山
口

尚

芳
､

前
同
)

と

も

な

り
､

｢

坐

作
進

退
モ

武

技
ノ

如
ク

説
キ

後
ニ

ハ

遊

歩
運

動
ノ

頬
ヲ

云

フ

カ

如
ク

眈
二

自

家
撞
着
セ

シ

モ

ノ

ア

リ
+

(

九

鬼

隆
一

､

前
同
)

と

の

批

判

も
な

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

(

1 0
)

河

野
敏

鎌
､

前

岡
｡

(

1 1
)

久

保
田

讃
､

前

岡
｡

J ββ

そ

れ

を

兵

式
体

捜
そ

の

も
の

の

機
能
で

あ

る

か

の

よ

う
に

看
倣

し

て

の

積
極
論
が

あ
っ

た
の

は

事
実
で

あ
る

｡

し

か

し
､

少
な

く

と

も
こ

の

時
点
で

河

野
敏
鎌
に

代
表
さ

れ

た

政

府
の

態

度
は

｢

武

技
ヲ

講
ス

ル

ハ

心

膳
ヲ

練
ル

カ

烏
メ

ナ

リ

ト

或
ハ

然
ラ

ン

然
レ

ト

(

1
)

モ

心

腹
ヲ

練
ル

ハ

濁
り

諸
式
二

是
レ

因
ル

ニ

ア

ラ

ス
+

と

し

て

む

し

ろ
そ

れ

を

し

り

ぞ

け

て

い

る

の

は

注
目
し

て

お

い

て

よ

い
｡

こ

れ

を
､

自
由
民

権
運
動
の

高
揚
と

｢

愛
国

社
+

の

名
に

も
一

不

さ

れ

る

よ

う
な

国
家

的
危
機

感
､

元

田

永
字
を

中
心

と

し

た

教

育
政

策

の

儒
教

主

義
的

反

動
化
の

な
か

に

あ
っ

て

な

お
､

楠
本
の

復

古

主

義
的

武

技
論
に

抗
し
て

､

一

応
は

啓
蒙
的
体

育
論
が

保

持
さ

れ

て

い

る

と

解
す
べ

き
で

あ

ろ

う
｡

そ

の

限
り

で

は

生

理

学
的

体

育
観

の

確
立

は

保

障
さ

れ

る

の

で

あ
る

が
､

こ

れ

も

｢

国

家

富
強
+

の

目

的
に

照
し

た

場
合
に

は

そ

の

理

念
に

従
っ

て

兵
式
体

操
を

排
斥

ナ

し

う
る

も
の

で

な
い

こ

と
は

河

野
の

時
期
尚
早

論
が

す
で

に

物
語

っ

て

い

る
｡

事
実

､

十

六

年
の

徴
兵
令
の

改

正

を

機
に

兵

式
体

操

(

2
)

の

制
度
化

は

大

き

く

推
進
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡
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と
こ

ろ
で

初
代

文

相

森
有
礼
に

よ
っ

て

兵

式
体

換
が

強
力
に

推

し

進
め

ら

れ

た

の

は

周

知
の

通
り

で

あ

る

が
､

そ

こ

に

わ

れ

わ

れ

(

3
)

は

徳
育
と

体

育
の

強
固

な

結
合
を

見
出

す
の

で

あ
る

｡

こ

れ

よ

り

先
､

明

治
十
二

年
､

森
は

東
京
学
士

院
に

お

い

て

｢

教
育
論
-
身

髄
ノ

能
力
+

を

発
表
し

て

い

る
｡

こ

こ

に

明

ら
か

に

さ

れ

て

い

る

兵
式
体

操
論
を

､

同

時
代
の

元

老

院
会

議
に

お

け
る

そ

れ

と

比

較

す
る

意
味
で

考
察
し

て

お

き

た

い

と

思

う
｡

｢

…

…

教
育
ノ

要
ハ

几
ソ

人
ノ

稟
ケ

タ

ル

諸
ノ

能
力

ヲ

耕
養
蜃

(

4
)

達
シ

是
二

由
テ

得
ル

所
ノ

快
楽
ヲ

増
ス

ニ

ア

リ
+

と

し

て

そ

れ

を

智
､

徳
､

体
の

三

能
力
に

分
つ

｡

そ

の

う
ち

｢

現

今

我

国
人
ノ

最

妖
ク

所
ノ

者
ハ

彼
ノ

至

重

枚
一

九

タ

ル

者
三

能
力

ノ
一

郎
身
鰻
ノ

能

(

5
)

カ

ナ

リ
+

と

断
定

す
る

の

で

あ

る
｡

｢

人

生

至

重
タ

ル

三

徳
ノ
一

ニ

シ

テ

其

職
ト

ス

ル

所
ハ

則
人

ノ

善
ヲ

行
フ

ニ

方
リ

テ

其
力

能
ク

之

ヲ

助

ケ

成
ス

ニ

在
り

､

而
シ

テ

此

カ
ハ

濁
身
髄
ノ

健
康
上
ヨ

リ

来
ル

ノ
､

､

､

ノ

者
二

非
ズ

敢
為
ノ

勇

気
モ

亦
之
二

加
ハ

ラ

ザ
レ

バ

完
全
ナ

ル

ヲ

得
ズ

､

斯
勇
束
ヲ

含
メ

ル

健
康
ノ

カ

ヲ

遊
嬉
ノ

業
二

頼
り

進
メ

ン

ト

欲
ス

ル

敢
テ

期
シ

得

可
キ
ニ

非
ズ

､

…

…

其
法
蓋

一

ニ

シ

テ

足
レ

リ

ト

セ

ザ

レ

ド
モ

余

ノ

所
見
二

接
レ

バ

強
迫

借
換
ヲ

兵
式
二

取

り

成
り

丈
普
ク

之
ヲ

行

(

6
)

フ

ヲ

最
良

卜

烏
ス

+
｡

教
育

論
が

ほ

と

ん

ど

兵

式
休

漁

論
に

な
っ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

が
､

そ

れ

も
ひ

と
つ

の

方

法
で

あ

る

と

す
る

の

は

身
体
の

能
力
に

か

か

わ

る

要
因
を

､

沃
土

､

暖
気

､

食
料

､

住
居

､

衣

製
､

文

学
､

宗
教
と

か

ぞ

え

あ

げ
て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

こ

で

森
は

身
体
の

能
力
を

道
徳
的

実

践
を

現

実

化

す
る

不

可

欠
の

要
因
と

し

て

捉
え

て

い

る

の

で

あ

る
｡

単
に

軍
事
的

動
機
に

発
す
る

兵
式
体

操
論
と

(

7
)

は

全

く

異
な

る

も
の

で

あ

る

こ

と

に

注

目
し

て

お

き

た

い
｡

さ

ら

に

こ

こ

で

森
が

兵
式
体

操
を

取

り

あ

げ

る

に

つ

い

て

は

体

挽
へ

の

不

満
が

あ
っ

た

こ

と

も

述
べ

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

次
の

よ

う
に

言

う
｡

｢

…

…

債
操
ノ

業
ヲ

以

テ

セ

バ

庶
ハ

ク

ハ

将
来
少

小
ノ

者
ヲ

シ

テ

多
少
ノ

難
事
ヲ

免
カ

レ

シ

ム

ル

ヲ

得
可
シ

､

是
レ

ハ

今

ノ

嘗
居

着
ガ

夙
二

意
を

此
二

荘

ギ

着
手
ス

ル

年
ア

リ
､

而
シ

テ

其
法
ノ

善

ニ

シ

テ

栽
ア

ル

ハ

諸
君

卜

共
二

目

撃
ス

ル

所
ニ

シ

テ

侍
共

能
ク

普

ク

行
ハ

レ

ン

コ

ト

ヲ

願
フ

ノ

臍
二

於
テ
ハ

亦

嘗

局

者
二

異
ナ

ラ

ズ
､

然
レ

ド
モ

償
二

此

法
普
ク

行
ハ

レ

又

共
間
二

費
ス

所
ノ

歳
月

二

限
ア

ル

者
卜

想
定
セ

ヨ

､

請
フ

思
へ

我

ガ

題
起
シ

タ

ル

身

倍
′

能
力

ヲ

進
ム

ル

ニ

ハ

是
レ

ニ

テ

全
ク

足
レ

リ

ト

看
倣
シ

得
ル

ヤ

又

以

テ

敢
為
ノ

勇
気
ヲ

養
ヒ

成
ス

ニ

足
ル

ヤ
､

余
其

尚

未
ナ

ル

ヲ

憾

(

8
)

ム

ト

断
言
セ

ゲ

ル

ヲ

得
ゲ

ル

ナ

リ
+

と
｡

J β7
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こ

の

よ

う
に

当
時
の

体

操
伝

習
所
の

体
操
に

飽
足
り

な
い

も
の

を

感
じ

て

独

自
の

兵
式
体

操
を

中

心

と

し
た

教
育
論
を

展
開
し

て

い

る

森
も

､

結
局
は

忠
君

愛
国
を

説
き

､

天

ら
一

文

え

る

臣
民
の

教

育
の

た

め

の

｢

道
具

責
め
の

+

と

し
て

兵
式
体

挽

を

登

場
さ

せ

る

こ

と
に

な
る

の

で

あ

る
｡

そ

こ

で

の

上

か

ら
の

従

順
性
の

注
入

ほ

国

民
の

心
理

的

反

鐙
を

招
く
こ

と

に

よ
っ

て

｢

彼

(

9
)

が

排
斥
し

た

儒
教
的
家

族
主

義
の

似
而
非
自

発
性
を

再
び

援
用
+

せ

ざ

る

を

得
な

く

な
る

の

で

あ

る
｡

以

上

の

よ

う
な

兵
式
体

操
論
を

通

し

て

み

た

場
合

､

文

明

開
化

の

啓
蒙
思
想
の

一

巽
を

担
っ

た

と

も
二

号
え

る

生

理

学
的

体

育

観

ほ
､

理

論
的
に

は

体

操
の

訓
育
的

機
能
を

他
へ

譲
る

こ

と
に

よ
っ

て

ま

す
ま

す

狭
い

合

理

主

義
の

枠
の

中
に

と

じ

こ

も
り

､

ア

メ

リ

カ

的
な
ス

ポ

ー

ツ

の

発
展
や

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

的

な

体

捜
そ

の

も

の

の

変
革
と

は

異
な
っ

た

固
定

的
･

形

式
的

な

体

操
を

支

え
る

理

論
と

な
っ

て

い

く
､

そ

の

萌
芽
は

す
で

に

明

治
十

年
代
の

前
半
に

見
ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

河

野

敏

鎌
､

前
掲

｢

教
育
令
改
正

布
告

按
+

第
二

請
合

｡

(

2
)

改

正

徴

兵

令
第
二

章
第

十
二

條
｢

現

役

中

殊
二

技
車
二

熟
シ

行

一
秋
方
正

ナ

ル

者

及
ヒ

官
立

公

立

畢
校
(

小

学

校
ヲ

除

ク
)

ノ

歩
兵

操

練
料

率
業

謹

書

ヲ

所

持
ス

ル

者
ハ

､

其

期

末
夕

終
ラ

ス

ト

錐
モ

辟
休

ヲ

命
ス

ル

コ

ト

ア

ル

可
シ

+

に

従
っ

て

翌

十
七

年
二

月

｢

歩
兵

挽

練

ガ
イ

⊥

科
ノ

程

度
施
行
ノ

方

払
及
ビ

小

畢
校
二

於
テ

該
科

施

行
ノ

適

香

等

取

調
+

が

体

換

伝

習
所

に

命
ぜ

ら

れ
る

(

文

部

省
第

十
二

年
報

附
録

､

五

八
二

頁
)

｡

(

3
)

森
は

｢

兵

式

鰻
挽
こ

闘
ス

ル

上

奏

案
+

(

年
月
不

詳
)

に

お

い

て

｢

抑
国
家

富
強
ハ

忠

君

愛
国
ノ

精
神

旺
一

貫
ス

ル

ヨ

リ

爽
ル

+

と

し

て

そ
の

方

策
を

｢

中

孝
校
以

上

諸

学

校
ノ

教

科

時
間
ヲ

割
キ

乃

三
鰹

換
ノ

一

科
ハ

文

部
ノ

管
理

ヲ

離
レ

テ

之
ヲ

陸

軍

省
ノ

施
措
こ

移
シ

､

武
官
ヲ

簡

撰
シ

純

然
タ

ル

兵

式

潰
操
ノ

練
習
ヲ

以
テ

之
二

任
ス

ル

ニ

在

り
､

而
シ

テ

文

部

省
ハ

自
ラ

其
事
二

染
手
ス

ル

コ

ト

ナ

ク

単
二

陸

軍
卜

安

議

商
著
ス

ル

ニ

止
ム

ル

ー

キ
ハ

厳

粛

ナ

ル

規

律
ヲ

腐
行
シ

テ

悲

育
ノ

尊

連
ヲ

致
シ

､

畢
生

ヲ

シ

テ

武

毅
順
良
ノ

中
二

感

化

成

長
セ

シ

メ
､

以
テ

忠

君

愛

国
ノ

精
神
ヲ

滴

養
シ

昔
粗
忽

難
ノ

気
力
ヲ

換

畿

セ

シ

メ
､

他

日

人
卜

成
り

徴
セ

ラ

レ

テ

兵

ト

ナ

ル

ニ

於
テ

ハ

共

効

果

ノ

著
シ

キ
モ

ノ

ア

ラ

ン
･

‥

…
+

と
｡

ま

た

在

学

し

な
い

者
の

為
に

は

｢

陳

囲
ヲ

編
テ

之
ヲ

都

区
ノ

郷
勇
卜

負
シ

+

と
い

う

(

森

有

産

｢

兵

式

僅
挽
二

闘
ス

ル

上

奏
案
+

､

明

治

文
革

全

集
3

｢

明

治

啓

蒙

思

想

集
+

所

収
､

二

六

九

-
二

七

〇

頁
)

｡

(

4
)

森
有

礼
｢

教
育

論
-
身

倍
ノ

能
力
+

､

明

治

文

革

全

集
3

｢

明

治

啓

蒙
思

想

集
+

所

収
､

二

六
五

頁
｡

(

5
)

前

岡
｡

(

6
)

前

掲

｢

教

育

論

-
身
應
ノ

能
力
+

二

六

七

頁
｡

(

7
)

彼

は
つ

ぎ
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

夫
レ

兵

式
ヲ

取
ル

ノ

主

眼
ハ

専
ラ

英

数
育
セ

ラ

ル

､

所
ヲ

身
鰹
上
二

行
ア

ニ

在
リ

テ

決
シ

テ

軍

務

ノ

偽
二

設

ケ

意

想
ヲ

其

間
二

寓
セ

シ

者
二

非

ザ
ル

コ

ト

ヲ

明
ラ
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9∂
ィ

T

ム

可
シ

+

(

前

岡
)

｡

勿
論
こ

の

点

は

文

相

時

代
に

は

変
っ

て

い

る
｡

(

9
)

石

田

雄

｢

近

代
日

本
政

治

構
造
の

研

究
+

十

六

頁
｡

(

8
)

こ
叩
掲

｢

教
育

論
-
身

軽
ノ

能

力
+

二

六

六

-
二

六

七

頁
｡

(

一

橋
大

学

助

手
)




